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独立行政法人家畜改良センター令和７年度計画 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定：令和７年３月 28 日 

変更：令和８年２月 25 日 

 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 

１ 全国的な改良の推進 

 

（１）種畜・種きんの改良 

ア　乳用牛 

ホルスタイン種について、一塩基多型（以下「ＳＮＰ」という。）情

報を活用した解析を進めるなどにより、独立行政法人家畜改良センター

（以下「センター」という。）で作出する候補種雄牛の暑熱耐性の育種

価を算定するとともに、２回以上評価値を公表する。加えて、暑熱耐

性以外の遺伝率が低い新たな形質の遺伝的能力評価への取組も行う。 

また、センターが有する多様な育種素材と国内外から導入する多様

な育種素材を用い、家畜生体の卵胞卵子を活用した高度な繁殖技術等

を活用することにより、家畜改良増殖目標の育種価目標数値（乳量

56.4kg/年、乳脂肪3.3kg/年、無脂乳固形分5.7kg/年、乳蛋白質2.5kg/年

（令和元年度時点の評価方法に基づく育種価目標数値））以上の遺伝的

能力を有するヤングサイア（候補種雄牛）や泌乳持続性や体型、血統

等に特長を持つヤングサイアを、概ね 30 頭作出する。 

イ　肉用牛 

黒毛和種について、ゲノミック評価の新たな形質である脂肪酸組成

の評価精度向上のために共同研究に参画している都道府県から新たに

データを収集するとともに、センターが保有するデータも統合し、セ

ンターで作出する候補種雄牛の脂肪酸組成の育種価を算定する。共同

研究参画県へは、要望のあった個体の育種価を提供する。加えて、脂

肪酸組成以外の遺伝率が低い新たな形質の遺伝的能力評価への取組も

行う。 

また、４系統群（兵庫、鳥取、岡山、広島）・５希少系統（熊波、城

崎、栄光、藤良、38 岩田）に配慮して、センターが有する多様な育種

素材と新たに導入する多様な育種素材を用い、家畜改良増殖目標の育

種価目標数値（日齢枝肉重量の育種価を１年あたり 4.7ｇ増加、脂肪交

雑は現在の改良量を維持（令和元年度時点の評価方法に基づく育種価

目標数値））以上に相当する、直接検定時の１日当たりの生体の増体量

が概ね 7.3ｇ以上の遺伝的能力を有する増体性に特長を持つ候補種雄

牛や脂肪の質、遺伝的多様性等に特長を持つ候補種雄牛を、概ね 30頭

作出する。 

このほか、褐毛和種について、多様な育種素材の導入を行うなど遺伝的

多様性の確保に配慮しつつ、候補種雄牛を、１頭以上作出する。 



2

ウ　豚 

デュロック種については、増体性を特に重視した改良に取り組むこ

ととし、家畜改良増殖目標に即して、１日当たり増体量が概ね 1,070ｇ 

となる優良な種豚群を作出する。 

ランドレース種及び大ヨークシャー種については、繁殖性を特に重

視した改良に取り組むこととし、家畜改良増殖目標に即して、１腹当た

り育成頭数がそれぞれ概ね11.2頭、10.8頭となる優良な種豚群を作出す

る。 

エ　鶏 

国産鶏種について、産卵率の推定育種価が現状より概ね２％以上向

上する種鶏群を１系統、４週齢時の体重の推定育種価が概ね 20ｇ以上

向上する種鶏群を１系統、それぞれ作出する。 

オ　重種馬 

純粋種重種馬であるブルトン種及びペルシュロン種について、けん

引能力を特に重視した改良に取り組むこととし、けん引能力に関連の

ある馬格に優れた種雄馬候補を、両品種の合計で概ね６頭作出する。 

カ　めん羊・山羊等 

めん羊・山羊について、現有のサフォーク種及び日本ザーネン種を維持

する。また、現有している肉用牛の日本短角種、鶏の軍鶏等の希少な品種

を維持する。 

 

（２）遺伝的能力評価の実施 

乳用牛（ホルスタイン種及びジャージー種）の泌乳形質等の必要なデー

タを収集し、必要に応じて評価手法の改善を行いつつ遺伝的能力評価を

行い、その結果を 10回以上公表する。また、ゲノミック評価の速報値の

提供も行う。 

肉用牛（黒毛和種、褐毛和種（高知系・熊本系）及び日本短角種）の産

肉形質等の必要なデータを収集し、必要に応じて評価手法の改善を行い

つつ遺伝的能力評価を行い、その結果を４回以上提供する。 

豚（バークシャー種、ランドレース種、大ヨークシャー種及びデュロッ

ク種）の産肉形質等の必要なデータを収集し、必要に応じて評価手法の改

善を行いつつ遺伝的能力評価を行い、その結果を４回以上提供する。 

 

（３）畜種ごとの課題に対応した情報の分析・提供 

乳用牛について、乳量など主要な形質の遺伝的能力の推移や地域差、つ

なぎ飼いや搾乳ロボット利用等の飼養形態に適合する体型等を分析し、

適合性の高い娘牛に改良するための情報等、課題に対応した情報の分析

に取り組み、１回以上情報提供する。 

肉用牛について、日齢枝肉重量や脂肪交雑など主要な形質の遺伝的能

力の推移や地域差など、課題に対応した情報の分析に取り組み、１回以

上情報提供する。豚について、繁殖性など主要な形質の遺伝的能力の推

移や季節差、繁殖雌豚の群飼における生産性の向上等課題に対応した情

報の分析に取り組み、１回以上情報提供する。 
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（４）多様な遺伝資源の確保・活用

ア　家畜遺伝資源の保存 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うジーンバ

ンク事業に協力し、家畜遺伝資源や飼料作物の遺伝資源の保存に取り

組む。 

また、黒毛和種について、４系統群・５希少系統に配慮して、センター

が有する多様な育種素材と新たに導入する多様な育種素材を用い、家

畜改良増殖目標の育種価目標数値（日齢枝肉重量の育種価を１年当た

り4.7ｇ増加、脂肪交雑は現在の改良量を維持（令和元年度時点の評価

方法に基づく育種価目標数値））以上に相当する、直接検定時の１日当

たりの生体の増体量が概ね 7.3ｇ以上の遺伝的能力を有する増体性に

特長を持つ候補種雄牛や脂肪の質、遺伝的多様性等に特長を持つ候補

種雄牛を、概ね 30頭作出する。（再掲） 

イ　鶏始原生殖細胞（以下「ＰＧＣｓ」という。）の保存技術を活用した

遺伝資源技術の利用･普及 

ＰＧＣｓの保存技術に関する普及のための講習会開催、講師の派遣、

ホームページ掲載による情報提供等を、１回以上行うとともに、保存

技術を利用した業務を実施する。 

ウ　センターの持つ多様な遺伝資源の分散飼養 

家畜伝染性疾病の侵入等により貴重な育種素材を失うことがないよ

う、乳用牛、肉用牛（黒毛和種）、豚及び鶏の主要な育種素材について、

複数の牧場を活用し、リスク分散に取り組む。このため原則として、乳

用牛は新冠牧場、十勝牧場及び岩手牧場、黒毛和種は十勝牧場、奥羽牧場、

鳥取牧場及び宮崎牧場、豚は茨城牧場及び宮崎牧場、鶏は岡崎牧場及び兵

庫牧場でそれぞれけい養を行う。 

エ　受精卵の供給 

生産基盤の強化に必要となる受精卵の供給を実施するため、家畜生

体の卵胞卵子の活用等の高度な採卵技術を有する獣医師職員の育成・

技術向上のための講習を１回以上実施し、高度な採卵技術を有する獣

医師職員を概ね４名確保する。また、獣医師の指示を受けて採卵した受

精卵の処理等を行うことができる家畜人工授精師の資格を有する職員

を概ね 20 名確保する。 

 

２ 飼養管理の改善等への取組 

 

（１）スマート畜産の実践 

ア　乳用牛や肉用牛における省力化機器を活用した飼養管理技術等の実

践・実証 

労働力軽減を図るため、搾乳ロボットを活用した高泌乳牛群の管理

や繁殖雌牛の分娩監視装置等の省力化機器を用いた群管理及び搾乳ロ

ボットに適合する後継牛生産に関する実践・実証を行い、実用的な情報

提供を１回以上行う。 

イ　繁殖雌豚におけるカメラ画像を活用した繁殖管理技術の実用化 
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繁殖雌豚におけるカメラ画像を活用した繁殖管理技術開発の成果を

取りまとめ、養豚農場内でも利用可能なマニュアルを作成するととも

に、技術普及に向けたノウハウの情報提供を行う。 

 

（２）ＳＤＧｓに配慮した畜産物生産の普及

ア 畜産ＧＡＰの取得 

第４期中期目標期間において畜産ＧＡＰを取得している奥羽牧場

（肉用牛）、岩手牧場（乳用牛・生乳）、熊本牧場（肉用牛）に加え、 

令和３年度以降に取得している茨城牧場（豚）、岡崎牧場（採卵鶏・

鶏卵）、鳥取牧場及び宮崎牧場（肉用牛）（以下「認証７牧場」とい

う。）については、維持審査あるいは更新審査を受審し、認証を確保

する。また、ＧＡＰ取得及び維持に向けた研修会等を本所及び牧（支）

場それぞれ１回以上受講し、人材の育成を図る。 

イ ＳＤＧｓに配慮した家畜改良の推進 

肉用牛及び豚については、飼料利用性の遺伝的能力評価を開始する

ため、遺伝的能力評価モデルの検討を引き続き行うとともに、新たに

収集したデータを加味して、検討した遺伝的能力評価モデルを利用し

て遺伝率等の遺伝的パラメータの推定を行う。加えて、肉用牛につい

ては遺伝的能力評価を試行する。 

乳用牛については、飼料利用性の遺伝的能力評価を開始するための

データ収集を行う。 

ウ 持続可能な畜産物生産活動に資する技術の実証 

肥育期間の短縮技術の普及を図るため、出荷月齢 26 か月齢での短

期肥育技術の実証に取り組むとともに、牛肉の理化学特性や官能特性

のデータを取りまとめ、実証結果の情報提供を行う。 

福島県などにおいて有効な放射性セシウム低吸収牧草の簡易な栽培

管理手法の実証のため、実証ほ場で生育や収量等のデータを取りまと

め、マニュアルを作成し情報提供を行う。 

エ 持続可能な畜産経営実現への支援 

認証７牧場における家畜衛生や労働安全、アニマルウェルフェアな

ど多岐にわたる要素から生産工程管理を行う畜産ＧＡＰの取組等を踏

まえた農場管理に関する講習会等や、ＳＤＧｓの推進に資する飼養管

理技術や繁殖技術に関する講習会等について実施するとともに、生産

者等に向けてそれらの動画コンテンツ等を作成する。さらに、畜産現

場における作業安全の一助となるようセンターで発生した労働災害に

関する情報提供等を行う。また、家畜人工授精師免許（馬・めん羊・

山羊）の取得等に係る講習会を実施する。 

講習会及び情報提供を 10回以上実施するとともに、講習会の開催に

当たっては参加者の理解度向上のため、質疑応答や実技講習を十分に

行えるよう準備する等により、理解度や満足度又は終了試験の合格率

が 80％以上となるよう取り組む。 
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（３）家畜衛生管理の改善 

センターにおける野生動物対策や防疫ゾーンの設定による衛生管理区

域における防疫対策や農場ＨＡＣＣＰの取組等、国内の家畜飼養におけ

る衛生管理の改善等に資するノウハウ等について、講習会の開催、講師の

派遣、ホームページ掲載による情報提供等を、概ね 30回以上行う。 

また、国や都道府県が行う防疫演習への参加・協力、国や大学が行う調

査・研究への協力等の依頼があった場合、防疫面を考慮の上、通常業務に支

障のない範囲で積極的に参加又は協力する。 

 

３ 飼料作物種苗の増殖・検査 

 

（１）飼料作物種苗の検査・供給 

ア  国際種子検査協会（以下「ＩＳＴＡ」という。）認定検査所として

の技術水準の確保 

種苗の検査に係る内部監査等の品質管理活動を実施するなどにより、

ＩＳＴＡ検査所としての認定ステータスを維持するため、ＩＳＴＡ技

能試験の総合評価において良技能（Good performance：Ｂ）以上の評

価を得る。 

イ 飼料作物種苗の適正な在庫の確保 

関係団体等との意見・情報交換を踏まえ、供給すべき飼料作物の種苗の

量を予測し、その補填に必要十分な量の種苗が生産されるような作付

計画を策定・実施することにより、年度末の時点で、ＯＥＣＤ種子品種証

明制度の要件に合致した種苗の在庫を、30 トン±25％の範囲で適正に

確保する。 

ウ　委託に応じた適切な種苗の増殖 

民間事業者から委託を受けて行う飼料作物の種苗の増殖については、

委託を受けた生産見込み数量以上かつ、夾雑物等の混合がほぼないな

どのＯＥＣＤ種子品種証明制度の要件に合致した種苗を生産し、委託

元に供給する。 

 

（２）飼料作物の優良品種の普及支援 

地域に適した飼料作物優良品種の育成・普及を図るため、草地管理技術

や飼料生産技術等に関する講習会の開催、講師の派遣、ホームページ掲載

による情報提供等を概ね２回行うとともに、20 か所程度の実証展示ほの

設置及び設置への協力を行う。 

また、精密データの測定手法等の高度な技術や豊富な種苗生産基盤を

活用し、地域適応性等に関する検定試験を実施するとともに、優良品種に係

るデータベースを更新して、概ね 700 品種以上のデータを都道府県等に

提供する。 

さらに、センターで行う粗飼料生産については、優良品種を用い、肥培管

理等を適切に行うこと等により、災害等からの復興の支援に対応するた

め、センターの通常業務に伴う需要を上回る生産に取り組む。 
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４ 調査・研究及び講習・指導 

 

（１）有用形質関連遺伝子等の解析 

ア 家畜・家きんの有用形質関連遺伝子等の解析 

家畜・家きんの特色に応じ、有用形質と遺伝子情報との関連性について、

以下の取組を行う。 

・乳用牛：ホルスタイン種における疾病抵抗性、長命連産性等につい

て、解析サンプルを収集し、新たな形質情報との関連性を調査する

等、関連遺伝子情報の利用可能性について検討する。 

・肉用牛：食味に関する多型について、令和６年度に調査した食味遺

伝子のうち１個について食味形質との関連性をさらに詳細に調査し、

マーカーアシスト選抜の可能性を検討する。 

飼料利用性に関するデータを有するサンプルを収集するとともに、

ＱＴＬマーカーを探索し、マーカーアシスト選抜の可能性を検討す

る。 

・豚：デュロック種における産肉能力について形質情報を収集し、新

たに肉質に関連する候補遺伝子１個を探索する。肉質関連ＳＮＰの遺

伝子情報の選抜への利用可能性を検討する。 

ランドレース種における繁殖能力についてサンプルと形質情報を収

集するとともに、これまでに検出された候補遺伝子１個について選抜

への利用の可能性を検討する。 

・鶏：ロードアイランドレッド種ＹＡ系統について、全ての個体が遅

羽性に固定されていることを表現型及び遺伝子型判定により確認す

る。 

イ 効率的な牛の育種改良に資する受精卵評価手法等の開発 

牛の体外受精卵由来少数細胞のＤＮＡを用いたＳＮＰ解析手法を、

移植による受胎性も示しつつ確立する。 

改良された卵胞発育処理法を用いた若齢牛からの体外受精卵生産手

法を提示する。 

 

（２）食肉の食味に関する客観的評価手法の開発 

ア 食肉における食味に影響を及ぼす成分とその影響力に関する調査・

解析 

理化学分析及び官能評価を継続し、食味に関連する評価指標とその

影響力について取りまとめる。 

また、牛肉において令和６年度の成果に基づいて絞り込んだ改良形

質候補が食味に及ぼす影響について検証を進める。 

これらの結果を踏まえ、センターが取り組む家畜・家きんの改良等

への利用について検討する。 

イ　海外産肉と和牛肉との肉質比較に関する調査・解析 

いわゆる海外産 WAGYU 牛肉と黒毛和牛肉との科学的な肉質の違いに

関する調査・解析結果の発信に取り組む。 
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（３）豚の受精卵移植技術の改善 

これまでの成果を結集した侵襲度の低い採卵方法及び改良型採卵補助

器具を用い、豚舎内における新たな採卵方法を確立する。 

 

（４）知財マネジメントの強化 

知財マネジメントの強化のため、権利化又は公知化など、適正な取り扱

いについて、「知的財産に関する基本方針」（27独家セ第1095号）の中で

定めた「知的財産のマネジメントに係る基本的な方針」に基づき、調査・

研究において得られた成果の情報提供に取り組む。 

 

（５）講習・指導 

ア 中央畜産技術研修会の開催 

農林水産省が策定した中央畜産技術研修計画に基づき中央畜産技術

研修会を開催する。なお、研修内容に関するアンケート調査を実施し、農

林水産省と連携して、行政課題の解決に向けた研修内容の充実に努め

るとともに、研修環境に配慮して講義の実施方法を工夫するなどによ

り、研修受講者の理解度の向上に努め、理解度や満足度が 80％以上と

なるよう取り組む。 

イ　個別研修・海外技術協力の研修等の実施 

都道府県・団体等からの依頼に基づく個別研修・海外技術協力の研修等

を実施する。なお、研修等の内容については、普及・定着が望まれる畜産

技術など依頼元からの要請に基づき対応するものとし、これら研修等

の実施に当たっては、研修内容の充実に努めるとともに、研修環境に配

慮して実施方法やカリキュラムを工夫することなどにより、研修受講

者の理解度の向上に努め、理解度や満足度が80％以上となるよう取り組

む。 

 

５ 家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）等に基づく事務 

 

（１）家畜改良増殖法に基づく事務 

種畜の交配に伴う疾病のまん延防止及び優良な種畜の利用による我が

国の家畜の改良増殖を効果的に推進するため、都道府県等と連携しつつ、

所有する技術・人材等を活用して、種畜検査を実施する。このため、種畜検

査員を100名以上確保することとし、種畜検査員の確保及び適正な種畜検

査を遂行するための職員に対する講習を、１回以上実施するとともに、種

畜検査員からの照会に改良部が速やかに対応することなどにより、種畜検

査を的確に実施する。 

また、家畜改良増殖法第35 条の２第１項の規定に基づき、同条第２項の

農林水産大臣の指示に従い、立入り、質問、検査及び収去が的確に実施で

きるよう、立入検査等の実施に必要な能力等を有する職員を概ね20名確保

するとともに、検査員の確保のための職員に対する講習を、１回以上実施す

る。あわせて、家畜遺伝資源の流通適正化に係る事務について、農林水産省

からの依頼に応える体制を整備するため、精液や記録等の管理に関する
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技術、経験、知見等の向上を図るための職員に対する講習を、１回以上実施

する。 

 

（２）種苗法（平成10年法律第83号）に基づく指定種苗の集取及び検査並びに

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する

法律（平成15年法律第97号、以下「カルタヘナ法」という。）に基づく立

入検査 

種苗法第63 条第１項の規定に基づき、同条第２項の農林水産大臣の指示

に従い、指定種苗の集取及び検査を的確に実施できるよう、指定種苗の集取

及び検査に必要な能力等を有する職員を概ね10名確保するとともに、検査員

の確保のための職員に対する講習を、１回以上実施する。 

また、カルタヘナ法第32 条第１項の規定に基づき、同条第２項の農林水

産大臣の指示に従い、立入り、質問、検査及び収去を的確に実施できるよう、

立入検査等の実施に必要な能力等を有する職員を概ね 10名確保するととも

に、検査員の確保のための職員に対する講習を、１回以上実施する。 

 

６ 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（平成15

年法律第72号、以下「牛トレーサビリティ法」という。）に基づく事務 

 

（１）牛トレーサビリティ法に基づく委任事務の実施 

ア 牛個体識別台帳の作成・記録、公表等に関する事務の実施 

牛個体識別台帳の作成・記録、公表等に関する事務や、個体識別番号

の決定・管理者への通知を適正に実施する。 

イ 緊急検索等の対応 

国内における口蹄疫等の家畜伝染性疾病の発生時等において、農林

水産省からの緊急検索依頼等に対し速やかに必要な情報の抽出・提供

を行うため、検索要員を確保するとともに、机上演習を行うなど、緊

急検索体制の実効性を担保する。 

 

（２）牛個体識別に関するデータの活用

ア　牛個体識別データの有効活用 

牛個体識別台帳に蓄積されたデータについて、全国版畜産クラウド

における利用の推進のほか、個人情報の管理を適正に実施しつつ、国・

都道府県・関係団体や牛の管理者等利用者の要望に応じたデータ提供

を行い、データの一層の有効活用を進める。 

イ　牛個体識別システムの利便性向上と情報セキュリティ対策 

牛個体識別システムの利用者の利便性等の向上を図るため、これま

でのユーザー対応等により蓄積された要望や意見等を含め、システム

開発改修のための調査実施及び結果を踏まえた検討に基づき、開発改

修が完了したシステムをリリースするとともに、引き続きシステム開

発改修に取り組む。情報セキュリティ対策については、新たな脅威へ

の対応のほか、これまで強化してきた対策について継続的に取り組む。 
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７ センターの人材・資源を活用した外部支援 

 

（１）緊急時における支援 

国内において、高病原性鳥インフルエンザ等家畜伝染性疾病や自然災

害が発生し、農林水産省又は都道府県等から防疫対応作業等への人員派

遣要請があった場合には、業務に支障のない範囲で、積極的に対応する。

また、緊急時における支援を円滑に行うため、情報を速やかに伝達・共

有できるよう連絡体制の整備等を行う。 

 

（２）災害等からの復興の支援 

自然災害や家畜伝染性疾病により影響を受けた地域における畜産業の

復興を支援するため、農林水産省又は都道府県等から、種畜や粗飼料等の

供給に関する支援について要請を受けた場合には、業務に支障のない範

囲で、積極的に対応する。 

このため、センターで行う優良品種を活用した粗飼料生産については、

災害等からの復興の支援に対応するため、センターの通常業務に伴う需

要を上回る生産に取り組む。 

さらに、災害等による影響を考慮して、全国的な視点からの家畜改良に資

するような、種畜等の育種資源の保管・調査・検査等の計画的な実施に関す

る協力依頼を受けた場合には、防疫措置等を考慮した上で、積極的に対応

する。 

 

（３）作業の受託等 

都道府県、大学、民間等から、飼養管理の改善や家畜衛生に関する調査を

はじめとした全国的な視点から取り組む試験研究に関する協力依頼があ

った場合、センターが保有する家畜等のリソースを活用して貢献できる

ものについては、防疫措置等を考慮した上で、積極的に対応する。 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１　一般管理費等の削減 

運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率化を

進め、一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び

特殊要因により増減する経費を除く。）については毎年度平均で対前年度比

３％以上の抑制、業務経費（公租公課、出荷手数料等の所要額計上を必要と

する経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）については毎年度平均

で対前年度比１％以上の抑制に取り組む。 

 

２ 調達の合理化 

公正かつ透明な調達手続による適正で迅速かつ効果的な調達を実現する

観点から、「調達等合理化計画」を策定し、この計画に基づき、重点的に取り

組む分野や、調達に関するガバナンスの徹底等について、着実に実施する。 
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また、随意契約について、競争性のない随意契約を行う場合は、契約審査委

員会を開催し、随意契約によることができる事由により真に随意契約であ

るかどうかの判断を行い、公正性・透明性を確保しつつ、合理的な調達を推

進する。 

さらに、監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会において、

競争性のない随意契約の検証や、一般競争等について真に競争性が確保さ

れているかの点検・見直しを行い、その結果を公表するとともに、「調達等

合理化計画」に反映させ、更なる合理化を推進する。 

 

３ 業務運営の改善 

業務運営の改善を推進するため、「国の行政の業務改革に関する取組方針」

（平成28 年８月２日総務大臣決定）等を踏まえ、情報システム導入・更新

時には、業務と情報システムの関係を整理し、整備を計画的に行うとともに、

手続きの簡素化、業務処理の迅速化など業務の見直しを行う。また、ネット会

議システム等を活用し、本所及び牧（支）場間のネット会議等を実施するこ

とにより、業務の効率化を図る。 

なお、情報システムの整備及び管理については、デジタル庁が策定した

「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デジ

タル大臣決定）に則り適切に対応するとともに、前年度に設置した PMO（ポ

ートフォーリオ・マネジメント・オフィス）の実施体制を含め、効果的な活

用に向け更に具体的な議論を進める。 

 

４ 役職員の給与水準等 

役職員の給与については、役員の業績や職員の勤務成績を考慮するとと

もに、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬、民間企業の従業員の給与等

及び法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情

を考慮した支給基準を定め、透明性の向上や説明責任の一層の確保のため、

給与支給に当たっての基準、給与水準（ラスパイレス指数等）等を公表する。 
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除
外
経
費
：
非
常
勤
職
員
賃
金

（
法

定
福

利
費

含
む

）
、

地
代

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
経

費
、

事
務

所
等

設
備
法
令
保
守
経
費
、
保
険
料
、
租
税
公
課

 
業
務
経
費
の
効
率
化
除
外
経
費
：
飼
料
費
、
肥
料
費
、

非
常

勤
職

員
賃

金
（

法
定

福
利

費
含

む
）

、
地

代
、

出
荷

手
数

料
、

家
畜

登
録

等
手
数
料
、
保
険
料
、
租
税
公
課

［
注
記
］

給
与
改
定
率
に

つ
い
て
は
、
運
営
状
況
等
を
勘
案
し
た
伸
び

率
と

し
た

。

区
　
　
　
別

1
1



　
２
　
収
支
計
画

（
単
位
：
百
万
円
）

全
国

的
な

改
良

の
推

進
飼

養
管

理
の

改
善

等
へ

の
取

組
飼

料
作

物
種

苗
の

増
殖

・
検

査
調

査
・

研
究

及
び

講
習

・
指

導
家

畜
改

良
増

殖
法

等
に

基
づ

く
事

務

牛
ト

レ
ー

サ
ビ

リ
テ

ィ
法

に
基

づ
く

事
務

セ
ン

タ
ー

の
人

材
・

資
源

を
活

用
し

た
外

部
支

援
計

法
人

共
通

合
計

費
用

の
部

6
,
0
9
5

4
3
5

5
4
8

6
2
7

2
2
1

5
1
5

0
8
,
4
4
1

1
,
3
1
4

9
,
7
5
5

　
経

常
費

用
6
,
0
8
9

4
3
5

5
4
8

6
2
7

2
2
1

5
1
4

0
8
,
4
3
4

1
,
3
1
1

9
,
7
4
5

　
　

人
件

費
3
,
2
3
1

2
5
2

3
8
2

3
3
1

1
1
2

1
6
9

0
4
,
4
7
7

9
0
7

5
,
3
8
4

　
　

業
務

費
2
,
5
7
4

1
7
0

1
3
4

2
7
3

1
0
5

2
9
4

0
3
,
5
5
1

0
3
,
5
5
1

　
　

一
般

管
理

費
0

0
0

0
0

0
0

0
3
5
5

3
5
5

　
　

減
価

償
却

費
2
8
4

1
3

3
2

2
3

4
5
1

0
4
0
7

4
9

4
5
5

　
財

務
費

用
6

0
0

0
0

0
0

7
3

1
0

　
臨

時
損

失
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

収
益

の
部

6
,
4
7
6

3
9
9

5
3
3

5
6
0

1
4
3

4
7
1

0
8
,
5
8
2

1
,
1
6
8

9
,
7
5
0

　
運

営
費

交
付

金
収

益
4
,
1
2
5

2
9
5

4
4
3

3
9
3

1
2
7

2
1
4

0
5
,
5
9
8

1
,
0
4
1

6
,
6
3
9

補
助

金
等

収
益

0
0

0
0

0
1
8
2

0
1
8
2

0
1
8
2

　
受

託
収

入
1
1
1

1
3

1
1

7
0

0
1
2

0
2
1
6

0
2
1
6

　
諸

収
入

9
2
5

1
9

7
6

0
0

0
9
5
7

7
9
6
4

　
　

農
畜

産
物

売
払

代
9
2
3

1
8

7
6

0
0

0
9
5
3

0
9
5
3

　
　

そ
の

他
の

収
入

3
1

0
0

0
0

0
4

7
1
1

　
資

産
見

返
運

営
費

交
付

金
戻

入
8
9
1

4
0

3
1

4
6

▲
 
4
9

4
2

0
1
,
0
0
2

1
7

1
,
0
1
9

　
資

産
見

返
物

品
受

贈
額

戻
入

0
0

0
0

5
2

0
0

5
2

3
5
4

　
資

産
見

返
承

継
受

贈
額

戻
入

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

　
賞

与
引

当
金

見
返

に
係

る
収

益
2
2
2

1
7

2
2

2
3

7
1
0

0
3
0
2

5
3

3
5
5

　
退

職
給

付
引

当
金

見
返

に
係

る
収

益
2
0
1

1
6

2
0

2
1

6
9

0
2
7
3

4
8

3
2
1

　
臨

時
利

益
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

純
利

益
3
8
1

▲
 
3
6

▲
 
1
5

▲
 
6
7

▲
 
7
8

▲
 
4
4

0
1
4
1

▲
 
1
4
6

▲
 
5

前
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

取
崩

額
3

0
1

0
1

0
0

5
0

5
総

利
益

3
8
4

▲
 
3
6

▲
 
1
5

▲
 
6
7

▲
 
7
7

▲
 
4
4

0
1
4
6

▲
 
1
4
6

0

（
注
）
百
万
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
の
で
、
合
計
と
は
端
数
に
お
い
て
合
致
し
な

い
も
の
が
あ
る
。

［
注
記
］

１
　
収
支
計
画
は
、
予
算
ベ
ー
ス
で
計
上
し
た
。

２
　
当
法
人
に
お
け
る
賞
与
に
つ
い
て
は
、
役
員
給
与
規
程
、
職
員
給
与
規
程
、
常
勤
継

続
職
員
賃
金
規
程
及
び
非
常
勤
職
員
賃
金
規
程
に
基
づ
い
て
支
給
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
全
額
に
つ
い
て
、
運
営
費
交
付
金
を

　
財
源
と
す
る
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。

３
　
当
法
人
に
お
け
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
役
員
退
職
手
当
規
程
及
び
職
員
退
職
手

当
規
程
に
基
づ
い
て
支
給
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
全
額
に
つ
い
て
、
運
営
費
交
付
金
を
財
源
と
す
る
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。

４
　
前
中
期
目
標
期
間
繰
越
積
立
金
取
崩
額
は
、
前
中
期
目
標
期
間
ま
で
に
自
己
収
入
財

源
で
取
得
し
た
固
定
資
産
の
減
価
償
却
費
等
が
費
用
計
上
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
見
合
で
取
崩
額
を
計
上
し
た
。

区
　

　
　

別

1
2



　
３
　
資
金
計
画

（
単
位
：
百
万
円
）

全
国
的
な
改
良
の

推
進

飼
養

管
理

の
改

善
等

へ
の

取
組

飼
料

作
物

種
苗

の
増

殖
・

検
査

調
査

・
研

究
及

び
講

習
・

指
導

家
畜

改
良

増
殖

法
等

に
基

づ
く

事
務

牛
ト

レ
ー
サ

ビ
リ

テ
ィ

法
に
基

づ
く

事
務

セ
ン

タ
ー

の
人

材
・

資
源

を
活

用
し

た
外

部
支

援
計

法
人

共
通

合
計

資
金
支
出

8
,
1
9
3

3
9
8

4
7
6

5
8
0

2
0
4

4
5
2

0
1
0
,
3
0
4

1
,
2
1
7

1
1
,
5
2
1

業
務
活
動
に
よ
る
支
出

4
,
7
6
2

3
6
2

4
7
5

5
3
4

2
0
4

4
4
4

0
6
,
7
8
1

1
,
1
6
4

7
,
9
4
5

投
資
活
動
に
よ
る
支
出

3
,
4
1
6

3
6

1
4
4

0
0

0
3
,
4
9
7

2
3

3
,
5
2
0

財
務
活
動
に
よ
る
支
出

1
5

0
0

3
0

9
0

2
6

2
9

5
6

次
年
度
へ
の
繰
越
金

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

資
金
収
入

8
,
5
7
7

3
6
2

4
6
2

5
1
3

1
2
7

4
0
9

0
1
0
,
4
5
0

1
,
0
7
1

1
1
,
5
2
1

業
務
活
動
に
よ
る
収
入

5
,
4
9
2

3
6
2

4
6
1

4
9
8

1
2
7

4
0
9

0
7
,
3
4
8

1
,
0
4
8

8
,
3
9
6

　
　
運
営
費
交
付
金
に
よ
る
収
入

4
,
4
5
6

3
3
1

4
4
3

4
2
2

1
2
7

2
1
4

0
5
,
9
9
3

1
,
0
4
1

7
,
0
3
4

　
　
補
助
金
等
に
よ
る
収
入

0
0

0
0

0
1
8
2

0
1
8
2

0
1
8
2

　
　
受
託
収
入

1
1
1

1
3

1
1

7
0

0
1
2

0
2
1
6

0
2
1
6

　
　
そ
の
他
の
収
入

9
2
5

1
9

7
6

0
0

0
9
5
7

7
9
6
4

投
資
活
動
に
よ
る
収
入

9
6
5

0
0

0
0

0
0

9
6
5

0
9
6
5

施
設
整
備
費
補
助
金
に
よ
る
収
入

9
6
5

0
0

0
0

0
0

9
6
5

0
9
6
5

そ
の
他
の
収
入

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

財
務
活
動
に
よ
る
収
入

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

前
年
度
か
ら
の
繰
越
金

2
,
1
2
1

0
1

1
5

0
0

0
2
,
1
3
7

2
3

2
,
1
6
0

（
注
）
百
万
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
の
で
、
合
計

と
は

端
数

に
お

い
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。

［
注
記
］

１
　
資
金
計
画
は
、
予
算
ベ
ー
ス
で
作
成
し
た
。

２
　
業
務
活
動
に
よ
る
収
入
の
そ
の
他
の
収
入
は
、
諸
収

入
の

額
を

計
上

し
た

。

区
　

　
　
別

1
3
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４　決算情報・セグメント情報の開示 

センターの財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報や

一定の事業等のまとまりごとの適正な区分に基づくセグメント情報を開示

する。 

 

５  自己収入の確保 

自己収入の確保に当たっては、事務及び事業の実施に伴い発生する畜産

物等の販売、受託研究等の外部研究資金の獲得、受益者負担の適正化等により

取組を進める。 

また、自己収入の増加が見込まれる場合には、第５期中期計画に定められた

事業を確実に実施するとともに、情報セキュリティの強化等、センターの基

盤強化につながる取組に適切に対応する。 

 

６　保有資産の処分 

保有資産については、保有資産の利用状況を調査して、保有の必要性を不断

に見直し、保有の必要性が認められないものについては、不要財産として国庫

納付や除去処分等を行う。 

 

 

第４ 短期借入金の限度額 

10 億円 

（想定される理由） 

運営費交付金の受入れの遅延。 

 

 

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当

該財産の処分に関する計画 

なし 

 

 

第６ 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようと

するときは、その計画 

なし 

 

 

第７　剰余金の使途 

剰余金の使途は、育種素材の導入、機械及び車両の更新・修理、施設の整

備・改修、草地の整備・更新、情報セキュリティ関連システムの整備・改修、事

務処理ソフトの導入等センター基盤の維持、強化を図るために必要な経費と

する。 
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第８ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ ガバナンスの強化 

法令等を遵守しつつ適正に業務を行い、センターに期待される役割を適

正に果たしていくため、業務方法書に定めた業務の適正を確保するための

事項を適正に実行する。また、理事長のリーダーシップの下で効率的・効果

的な業務運営を推進するため、各役員の担当業務、権限及び責任を明確にし、

役員による迅速かつ適正な意志決定が行われるよう、業務運営に関する重

要事項について定期的に役員会を開催して審議・報告を行い、必要に応じて

牧場長会議等を開催するとともに、四半期毎に業務の進捗状況を取りまと

め、役員等によるモニタリングを実施するなどにより、各業務に関する十分な

情報共有の取組を進める。 

生産物等の安全性確保に当たっては、適切なリスク管理に取り組むとと

もに、職員教育を目的とした講習会等を実施する。さらに、通常の監査に

加えて特別監査を、１以上の牧支場に対して実施する。 

また、法令遵守や倫理保持に対する役職員の意識向上を図るため、内部統制

監視委員会を２回以上開催し、同委員会での審議結果を踏まえ、内部統制に

ついての取組を含むコンプライアンス推進計画に基づく取組の指示及び情

報の周知徹底に取り組むとともに、ｅラーニングシステムによる職員教育

を１回以上実施する。 

さらに、業務運営（総務事務を含む。）の横断的な点検を行うため、監事

又は補助職員による内部監査を、本所及び牧（支）場ごとに、２年に１回以

上行う。 

組織体制改善に係る職員の意識改革を実施するため、センター組織外の

第三者の意見を受ける等、前向きな対策の検討を行う。 

 

２ 人材の確保・育成 

人事評価が適切に実施されるよう評価者研修を含めた実施体制を整備し、

人事評価を通じて職員個々の能力や実績等を的確に把握することにより、

適材適所の人事配置や人材育成の推進及び職員の意欲向上を図るとともに、

国際学会での発表や留学等を通じ海外の技術革新と競争できる技術力を持

った人材育成を推進する。 

また、業務の円滑な運営を図り、業務の高度化・専門化に対応するため、家

畜改良や飼養管理に関する技術、情報セキュリティ分野などにおけるノウ

ハウを踏まえた採用による人材の確保や、法人内資格制度の活用、農林水産

省や他の独立行政法人等との人事交流、業務に必要な能力・技術水準の向上

や資格を取得させるための研修等を計画的に行うことにより必要な人材の

確保・育成を図るとともに、「独立行政法人等における女性の登用推進につい

て」（平成26年３月28 日付け閣総第175 号及び府共第211 号内閣官房内閣総

務官、内閣府男女共同参画局長通知）を踏まえ、女性の登用に向けた取組を

推進する。 

 

３ 情報公開の推進 

公正な法人運営を実施し、法人に対する国民の信頼を確保する観点から、
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法令に基づき、適切に情報公開を行う。 

 

４　情報セキュリティ対策の強化 

政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群等を踏まえ、情

報セキュリティに関する関係規程を見直し、適切な情報セキュリティ対策

を講ずるとともに、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力や、攻撃に

対する組織的対応能力の強化を図るため、新規採用時・各種研修会等におい

て、情報セキュリティに関する教育を行うほか、標的型攻撃メールに対する訓

練や自己点検、情報セキュリティ監査を行う。 

また、対策の実施状況を把握し、ＰＤＣＡサイクルにより情報セキュリティ

対策の改善を図るとともに、法令に基づき、適切に個人情報の保護に取り組

む。 

なお、令和５年度 NISC 監査（マネジメント監査）の指摘事項を受け、

令和７年度内に対応する案件について、PMO が主体となって進行管理に努

める。 

 

５　環境対策・安全衛生管理の推進 

労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）の改正に対応した化学

物質による労働災害防止の措置の実施、生物材料等の適正管理等により、業

務活動に伴う環境への影響に十分な配慮を行うとともに、環境物品等の調達

の推進を図るための方針を策定するなど、環境負荷低減のためのエネルギ

ーの有効利用及びリサイクルの促進等に積極的に取り組む。 

また、職場における事故等を未然に防止するため、安全衛生管理に関する取

組の推進を目的とした年間計画を策定し、この計画に沿った安全衛生施策

を実施するとともに、自然災害やヒトの感染症等による緊急時の業務運営

体制や対策の整備を進める。 

令和５年度に改正した安全衛生管理規程（13 独家セ第 17 号）を基に、

安全衛生に係る管理体制による労働災害発生防止を図るとともに、人事評

価項目で安全衛生による評価を行い、職員の安全衛生意識の向上を図る。 

 

６　施設及び設備に関する事項 

第５期中期計画の達成及び安全かつ効率的な業務実施を確保するため、

業務実施上の必要性や、既存施設・設備の老巧化等を勘案して、施設及び設備

を計画的に整備・改修する。 

 

 

７　積立金の処分に関する事項 

前中期目標期間繰越積立金は、前中期目標期間までに自己収入財源で取

 

年度 施設及び設備の内容
予 算 額 

（百 万 円） 財 源

 

７

粗飼料等保管施設、牛

舎、飼料調製施設及び

たい肥製造施設

965 施設整備費補助金
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得し、当中期目標期間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要する費用

等に充当する。


